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令和９年度佐賀県農業大学校学生募集広報業務委託仕様書 

 

令和８年４月１日 

 

佐賀県農業大学校 

校長 森 隆幸  

1. 委託業務名 

  令和９年度佐賀県農業大学校学生募集広報業務 

 

2. 事業の背景と目的 

（1）背景 

佐賀県農業大学校（以下「農大」という。）では、入学定員を 50名としているが、近年の入学者

数は定員の約半数程度で推移しており、令和８年度入学生はさらに定員を下回る結果となっている。

このことから、学生募集は喫緊の課題となっている。 

（2）目的 

高校生及び就農希望者、並びに農業関連産業への従事を希望する者に対して農大への入学を促す

ため、本科及び専科の学生募集を広く周知することを目的として、学生募集パンフレットの作成及

びその他効果的な広報を実施する。これらの広報を強化することにより、令和９年度入学生の増加

を図る。 

 

この仕様書は、農大における令和９年度入学者の増加を図ることを目的として、学生募集パンフレッ

ト作成及び広報業務に関する必要事項を定めるものである。 

 

3. 業務の内容 

 本業務の内容は、次のとおりとする。 

(1)学生募集パンフレットの作成業務 

   ア 対象 

     高校生（主に令和８年度の高校３年生）及び、高等学校卒業者で農業に興味があり、将来、

就農や農業関連産業の従事を希望するもの 

   イ 内容 

     農大の魅力が伝わるパンフレットとなるように作成すること。 

     次の見積条件で効果的な内容で提案すること。 

＜見積条件＞ 

以下の２つのパターンで企画し、それぞれの予算が比較できるように提案すること。 

①前年度同等のパンフレット作成 

       ・用紙サイズ … Ａ４判週刊誌綴じ全８面カラー 

       ・学校案内に印字する内容 

         表紙に農大の魅力が伝わる内容 

         教育目標、本校の特徴、教育課程の特色 

         キャンパスライフの説明は、年間の主な行事を写真で記載 

         園芸農産課程と畜産課程の教育内容を写真とともに説明 

         卒業生の声、卒業後の主な進路 

         学生募集、オープンキャンパス、社会人対象就農研修について 

         農業大学校の住所と位置図 
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・ 印刷部数 パンフレット ２，８００部 

 

②独自パンフレット 

用紙サイズ、内容、部数を独自に作成し、企画意図を説明できる資料を補足すること。 

 

ウ 期日 

      令和８年６月１２日（金曜日）までに納品（印刷物および PNG 及び PDF 形式） 

      （※令和８年６月１３日（土曜日）にオープンキャンパスからの使用を想定） 

 

(2)その他効果的な独自提案（広報の提案、相談、作成業務） 

    学生募集に効果的な広報について、独自提案すること。 

なお、企画提案に当たっては、ターゲット、具体的内容及び予算が分かるものとすること。 

 

4. 委託金額 

  ５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

5. 履行期間 

  委託契約締結日から令和８年７月３１日（金曜日）まで 

 

6. 留意事項 

  ・委託業務は、農大と適宜協議を行い実施すること。 

   ・備 や資機材等は、特に支持のない限り受託者が調達するものとし、その費用は全て契約金額に

含めること。（パンフレット作成時の各課程、コースの代表的な写真を撮影すること。） 

   ・本業務において、第三者（佐賀県及び受託者以外の者）が所有する素材を用いる場合は、著作権

の処理を行うこと。 

   ・本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権（著作権法第２１条から第２８条に

定める全ての権利を含む。）は、受託者が本業務の実施の従前から権利を保有していた等の明確

な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て佐賀県に帰属す

るものとする。 

  ・提案は、全て企画提案書に記載すること。 

・参加者は、企画提案を一つにまとめた企画提案書を作成し、複数の企画提案書を用いた提案を行

うことはできないものとする。 

・企画提案書等は、提出後の書換え、引換え、撤回又は再提出を認めない。 

・企画提案書は、ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページに印字すること。 

 

7.  その他契約に係る規定について 

委託契約においては、個人情報保護及び情報セキュリティに関し細心の注意が必要とされるため、 

受託事業者へ以下の事項を義務付けるものとする。 

（１）受託事業の遂行上知り得た個人情報等の秘密保持、第三者への情報提供の禁止 

（２）受託業務の遂行目的以外の個人情報、各種データ等の利用禁止 

（３）受託業務の遂行目的以外の個人情報等データの複写又は複製の禁止 

（４）業務従事者による個人情報保護の誓約 

（５）事故発生時の報告義務と報告手順の明確化 

  


